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７  会議の概要  

分科会長   ただいまから、令和元年６月定例会の予算決

算委員会建設分科会を開会いたします。 

〔傍聴の申込み（２名）を許可〕  

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

分科会長   審査に先立ち、分科会記録の署名委員に、村

家委員、五本委員を指名いたします。 

当分科会に送付されました各案件の審査につ

いては、各部局単位とし、お手元に配付して

あります分科会審査順序のとおり行う予定で

あります。  

なお、委員及び当局の皆さんに申し上げます

が、質疑・答弁及び説明については、簡潔・

明瞭に行っていただきますようお願いいたし

ます。 

これより、消防局所管分に入ります。 

報告案件として提出されている 

報告第７号  平成３０年度富山市継続費繰越

計算書、第９款消防費  

を議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。 
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消防局長   〔挨拶〕  

通信指令課長 〔議案説明資料により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   ないようですので、これをもって、質疑を終

結いたします。  

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。  

以上で、建設分科会消防局所管分を終了いた

します。 

午前１０時０３分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時２６分  再開  

分科会長   これより、建設分科会上下水道局所管分に入

ります。 

報告案件として提出されている 

報告第８号  平成３０年度富山市公共下水道

事業会計継続費繰越計算書、  

報告第１３号 平成３０年度富山市水道事業
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会計予算繰越計算書、  

報告第１４号 平成３０年度富山市公共下水

道事業会計予算繰越計算書、  

報告第１６号 債権放棄報告の件中、上下水

道局所管分、 

以上４件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

上下水道局長 〔挨拶〕 

上下水道局次長 〔報告第８号について、  

報告第１３号について、 

報告第１４号について、 

議案説明資料により説明〕 

料金課長   〔報告第１６号中 

上下水道局所管分について、  

議案書により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。  

岡部委員   今ほど説明がありました債権放棄の件につい

て少しお聞きします。水道料金について報告

があったわけですが、下水道使用料のほうは

ないのでしょうか。 
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料金課長   水道料金につきましては、民間の債権と同様

であるため、徴収が事実上不可能となった場

合であっても、債権を消滅させるには債権放

棄の手続が必要となります。  

一方、下水道使用料につきましては、水道料

金とは異なりまして、地方自治法の規定に基

づき、議会への報告を行わずに、徴収が不能

となった債権をそのまま処理することになり

ます。 

平成３０年度におきまして、徴収が不可能な

債権であるため収入の欠損として会計処理し

た下水道の使用料は１９３件、１０１万４６

１円でございます。 

岡部委員   今、合計金額や件数をお聞かせいただいたわ

けですけれども、水道料金と同様、それぞれ

の事由があると思うのですが、その内訳につ

いてお聞かせください。 

料金課長   下水道の使用料において、先ほど申し上げま

した欠損したものの内訳といたしましては、

時効経過によるものが１１８件、７２万７，

０６０円、生活保護などによるものにつきま

しては６件、２万６，２５９円、破産等によ

るものにつきましては７件、２万１，８５３

円、行方不明などによるものにつきましては
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６２件、２３万５，２８９円となっておりま

す。  

岡部委員   水道料金や下水道使用料で滞納が生じた場合、

まずどのような対応をしているのかお聞かせ

いただけますか。  

料金課長   上下水道料金を納期限までにお支払いいただ

けなかった場合には、まず書面による督促、

それから電話や訪問による納付折衝を行って

おりますが、それでもお支払いいただけない

場合については、水道水の供給を停止する旨

の通知を行いまして、その後、お支払いいた

だけない場合は、水道水の供給を停止すると

いうことにしております。 

岡部委員   最初の対応は書面による督促ということと、

最終的には供給を停止するということになる

わけですけれども、この期間は一般的にはど

のくらいですか。  

料金課長   使用料金の支払いが発生してから約３カ月を

経過した後、４カ月目でそのような形をとっ

ております。 

岡部委員   水道水の供給停止後も支払いがない場合、ど
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のような対応をしているのかもあわせてお伺

いします。  

料金課長   水道水の供給を停止した後もお支払いいただ

けない場合につきましては、当然その本人へ

の接触を重ねております。 

それでも、転居されている場合も多くありま

して、その場合につきましては、住民登録で

すとか、会社の場合は法人登記簿等の状況を

調査したり、必要に応じて他市町村への照会

により居住地等の把握に努めて、納付してい

ただけるような折衝を心がけております。 

岡部委員   折衝を重ねても徴収は不可能であるというこ

とで、いわゆる欠損だとか債権放棄に至るそ

の判断は最終的にどのようにしているのです

か。  

料金課長   折衝を重ねて、その間にいろいろ調査いたし

ます。まず金融機関等へ預貯金の照会などを

行うとともに、居住地の税務担当課のほうに

課税情報の照会などを行ったりいたしまして、

財産の保有状況ですとか、収入の状況ですと

か、そういうものを把握した上で、納付能力

の有無について判断をしております。 
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上下水道局次長 水道料金や下水道使用料の滞納につきまして

は、徴収手続の早期着手と徹底した調査、折

衝などにより収入の確保に努めた結果、収入

率は９９％台の後半で推移しております。 

最終的に、行先不明や生活困窮などの徴収不

能となった債権につきましては、先ほどから

申しておりますが、下水道使用料を地方自治

法の規定により欠損として会計処理するのに

あわせまして、水道料金の債権を放棄するこ

ととしております。 

岡部委員   数字を見れば、時効あるいは行方不明等がい

ずれも数字的には非常に多いということにな

るわけですけれども、今お聞きしたように、

さまざまな努力もしておられるということは

わかりました。  

ただ、やっぱり滞納が生じた早い段階で対応

するというのが、債権放棄につながらない一

番の道だと思います。  

できるだけこのようなことにならないように、

早い対応をしていただくようにお願いします。

たくさんたまるとなかなか支払いづらいとい

うことになりますので、よろしくお願いした

いと思います。  

分科会長   ほかに質疑はございませんか。  
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〔発言する者なし〕 

分科会長   ないようですので、これをもって、質疑を終

結いたします。  

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。  

以上で、建設分科会上下水道局所管分を終了

いたします。 

午前１０時３９分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時４６分  再開  

分科会長   これより、建設分科会活力都市創造部所管分

に入ります。 

報告案件として提出されている 

報告第１０号 平成３０年度富山市繰越明許

費繰越計算書、第８款土木費中、活力都市創

造部所管分  

を議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。 

活力都市創造部長 〔挨拶〕  

活力都市創造部次長 〔議案書により説明〕 
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分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   ないようですので、これをもって、質疑を終

結いたします。  

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。  

以上で、建設分科会活力都市創造部所管分を

終了いたします。  

午前１０時５２分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１１時４９分  再開  

分科会長   これより、建設分科会建設部所管分の議案の

審査を行います。  

議案第９４号 令和元年度富山市一般会計補

正予算（第１号）、第１条歳入歳出予算の補

正中、歳出第８款土木費、第２条継続費の補

正中、第８款土木費 

を議題といたします。  

これより、順次、当局の説明を求めます。 

建設部長   〔挨拶〕  
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建設部次長 〔議案第９４号中  

建設部所管分の概要について、 

議案説明資料により説明〕 

土木事務所建設課長 〔議案第９４号中 

道路維持管理事業について、  

雪対策事業について、  

議案説明資料により説明〕 

道路管理課長 〔議案第９４号中 

河川水路維持補修事業について、  

議案説明資料により説明〕 

河川課長   〔議案第９４号中 

河川水路整備事業について、  

議案説明資料により説明〕 

道路整備課長 〔議案第９４号中 

街路整備事業について、 

議案説明資料により説明〕 

公園緑地課長 〔議案第９４号中 

栗原路子記念熱帯鳥類保全事業基金について、 

呉羽丘陵フットパス連絡橋整備基金について、 

議案説明資料により説明〕 
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道路整備課長 〔議案第９４号中 

継続費補正（街路整備事業）について、 

議案説明資料により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

村家委員   大島橋の設計瑕疵について、一般質問で質問

があったわけでございますが、時間的な制約

もあって大島議員も詳しく聞けなかったよう

でしたので、大島橋に係る事業の概要や設計

瑕疵について改めてお伺いしたいと思います。 

道路整備課長 今回の大島橋に係る事業の概要といたしまし

ては、橋長約７９メートル、幅員２４メート

ル、３径間連続プレビーム合成桁の橋梁でご

ざいまして、平成２５年度に橋梁設計、平成

２６年度に既存の橋梁の撤去工事、平成２７

年度から平成２９年度の事業として橋梁下部

工の工事を行ってまいりました。  

現在は都市計画道路下新西町上赤江線大島橋

上部工工事を３カ年の継続事業として、鋭意

進めているところでございます。  

設計瑕疵につきましては、本会議で建設部長

が答弁したとおりでございますが、平成２５

年度に都市計画道路下新西町上赤江線の設計
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業務として土木コンサルタントに委託したも

ので、設計業務の受託者が道路橋設計の際に

義務づけられている地震時の詳細な解析・照

査を行っていなかったことであります。 

そのため耐震性能が不足した設計となってい

たものであります。 

村家委員   耐震性能が不足していたということでござい

ますが、どのように耐震性能の確保をしたか

ということをお伺いします。  

道路整備課長 市では、瑕疵のあった設計を業務委託の受託

者の負担により見直しまして、国の基準に基

づく所定の検証を行い、その照査を道路、河

川、橋梁など研究開発や新技術の審査、証明

などを行う高い技術力を有する、元国土交通

省所管の一般財団法人土木研究センターに依

頼し、第三者的な観点から耐震性能が確保さ

れていることを確認したところであります。  

村家委員   今回そのような変更でございますが、工期に

影響はないというふうに考えておられますか。 

道路整備課長 工期につきましては、平成３０年９月２７日

から令和２年９月３０日までの３カ年の継続

事業で工事を進めております。 
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今回の事態を受け、修正設計のため工事を一

時中止させており、その期間に相当する約１

カ月間の延長を見込んでいるところでござい

ます。 

村家委員   それでは、都市計画道路下新西町上赤江線の

供用開始への影響についてはどうでしょうか。 

道路整備課長 都市計画道路下新西町上赤江線は、令和２年

度末に２車線による暫定供用をする予定でご

ざいまして、令和６年度末に４車線による供

用開始を目指しているところでございます。  

今後の工事につきましても、工程などの調整

を行いまして、予定どおり供用できるように

鋭意努力してまいりたいと考えております。  

村家委員   それでは、このような事態を二度と繰り返さ

ないようにするための再発防止策を改めてお

伺いしたいと思います。 

道路整備課長 今後、このような事態を繰り返さないことに

ついては、本会議でも少しお答えしておりま

して、その内容と同様ではございますが、国

の業務委託の照査要領に準じたチェックリス

トを作成し、委託の照査や検査に活用してい

くこととしておりまして、運用方法について
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今、検討しているところでございます。 

今回の事案をもとに技術職員全員が設計に対

するリスクを共有するとともに、建設技術統

括監による「橋梁など構造物設計の厳しさ」

といった設計者としての自覚を促す研修を開

始しているところでございます。  

さらに、難易度の高い設計業務委託について、

経験豊富な技術レベルの高い業者を選定する

仕組みを確立していくこととして、技術レベ

ルの高い業者を選出するための実績や技術者

の資格要件の定め方などについて研究してお

ります。 

これらによりまして、再発の防止に努めてま

いりたいと考えております。  

村家委員   それでは、またしっかり頑張ってください。 

岡部委員   議案説明資料９ページの栗原路子記念熱帯鳥

類保全事業基金のことで少し聞きたいのです。

これは、昨年の１２月に栗原さんから申し出

があって、ことしの３月の補正予算で基金が

設立されてから、３カ月ほどしかたっていな

いわけですけれども、さらに今回の議会にお

いて１億円の追加ということで、積立ての合

計金額が３億円ということになったわけです

ね。  
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先ほど言いましたが、３カ月ほどしかたって

いないのですけれども、現在のこの事業の進

捗と今後のスケジュールが何かありましたら

お聞かせください。 

公園緑地課長 現在、栗原様の御意志に沿えられるように、

施設を管理するファミリーパーク公社と協議

を行っているところです。 

今後は、まず基本計画及び基本設計業務委託

を発注するために、本年９月議会において補

正予算をお願いしたいと考えております。 

また、来年度には実施設計業務委託を行い、

その後速やかに工事に着手してまいりたいと

考えております。  

なお、栗原様には、基本計画の段階でイメー

ジ図をお見せしたいと考えているところです。

以上です。  

岡部委員   大変高額な寄附ということであります。なぜ

神奈川県の方が富山市のファミリーパークに

多額の寄附をしたのかといういきさつは再三

聞いていますが、全市民の方にぜひ伝わるよ

うにお願いします。 

実は、市のホームページをのぞいてみても、

全然出ていないのです。 

オキナインコが云々という話もありましたけ
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れども、そのようなことも含めて、いきさつ

をもっと広める必要があるのではないかと思

うのですが、いかがでしょうか。  

公園緑地課長 あまり難しい経緯ではなく、昨年の５月に、

栗原様が保護していたオキナインコを引き受

けてくれるところがないかということで、本

市のファミリーパークで受け入れることにな

りました。  

それが縁で、その後、しっかりした建物をつ

くってほしいということで寄附をいただいた

ところでございます。  

岡部委員   その発端というのは、名古屋市で密輸された

オキナインコをファミリーパークが保護し、

飼育をしたというところがスタートだと思う

ので、ぜひファミリーパークのコマーシャル

も含めて、やっていただいたらいいのではな

いかと思います。またよろしくお願いしたい

と思います。 

分科会長   要望ということですね。 

ほかに質疑はありませんか。  

〔発言する者なし〕 
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分科会長   ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第９４号中建設部所管分の意

見の表明を行います。  

意見の表明はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、建設分科会建設部所管分の議案の審

査を終了いたします。  

次に、報告案件として提出されている 

報告第７号  平成３０年度富山市継続費繰越

計算書、第８款土木費、 

報告第１０号 平成３０年度富山市繰越明許

費繰越計算書、第８款土木費中、建設部所管

分、第１１款災害復旧費中、建設部所管分、  

報告第１６号 債権放棄報告の件中、建設部

所管分、 

以上３件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

建設部次長 〔報告第７号中  

建設部所管分について、 

報告第１０号中  

建設部所管分について、 
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議案書及び議案説明資料により説明〕 

市営住宅課長 〔報告第１６号中 

建設部所管分について、 

議案書により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

分科会長   ないようですので、これをもって、質疑を終

結いたします。  

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。  

以上で、建設分科会建設部所管分を終了いた

します。 

これで、６月定例会の当分科会に送付されま

した全議案の審査は終了いたしました。 

委員各位に御相談申し上げます。  

分科会長報告については、正・副分科会長に

御一任いただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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分科会長   それでは、そのように取り計らいます。 

これをもって、令和元年６月定例会の予算決

算委員会建設分科会を閉会いたします。 
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